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生活保護 給者等 労支援事業

1事業概要
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生活保護受給者「児章扶養手当受給者の自立支援プラグラム

ー環として、福祉事務所等からハローワークに就労支援の要請が

あった者に対し、福祉事務所等と連携を図りつつ、就労支援を行う。
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2事業体制
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面接の結果、

要件を満たさないと判断
支援対象者として選定
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年  度
支援対象者数

1 前年比
就職件数

1 前年比

就 職 率

1前年増減

平成17年度
1,710.

| ―

786
1 -

46.0%
| =

平成18年度
2,072

1 21.2%

1,383
1  76:0%

66.7%
1 18.2P

平成19年度
2‐309

1 11.4%

17512

1  9.3%

65.5%
|▲ 6.9P

平成20年度
2,744

1 18.8%

1,714

1 13.41%

62.5%
|▲ 3.OP

平成21年度
3,574

1 30.2%

2,008
1 17.2%

56.2%
|▲6.3P

累  計 12,409 7,403 59。7%

平成21年度 (内訳 )

生 保 児扶手当

対象者 2,97( 604

就職数 1,631 377

就職率 54.9物 62.4%

〔平成21年度
就職者状況〕

0職   種 口,日 ●:■ 生産工程・労務の職種に約4割

○ 就業形態 …口….約 6割がパートタイム

O就 職経路 ]… …・ 約7割がハローウークの紹介就職
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事業開始以来5年が経過し1年々、福祉担当部門との連携が図られ

就職件数が増加傾向で推移するなど、事業‐成果は向上している。

最近の保護人員の増大もあって、さらに事業成果が求められている。

依然として厳しい求人環境にあることなどから、福祉担当部門とより

―層連携を密にしていくことが重要となつている。



(1)最近多くみられる実施上の問題点

１
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■ 阻害要因があると思われる支援対象者の支援要請が激増
暉ケースワニカT等による選定協議が十分にできない状況になつている

■ 支援対象者の増加等により十分な支援体制の確保ができない

・書類選考が多く面接まで至らず自信喪失

⇒ モチベァション低下によるフォローの増大等

■ 対象者の抱える問題

・ 対象者個々の状況から「生産労務等の職種」に限定されることが多い

■ その他

・ 各自治体の支援サービス(交通費の支給、面接ス■ツの貸与など)

:身元保証人がたてられない(制度面、費用面により活用できない)

・ 緊急連絡先がない(携帯電話がないなど)

・ 中高年齢者向けの訓練科目が少ない(清掃・ビル管理など). :



(2)実績向上のための具体的取組み
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■ 就労支援ナビゲーターを中心とした担当制による個別支援の徹底

・就職意欲の喚起(モチベーションの維持等)、 応募種類の作成、面接アドバイス等

口次回相談日時の予約の徹底         |

ロ ハロ‐ワ下クの出先機関や福祉事務所等への出張相談の実施

・ 継続支援実施のための工夫した職業相談の実施

口 職業訓練を活用した就職支援

・ 公共職業訓練の募集枠に優先枠の設定(東京都との連携)

・ 基金訓練を活用した就労支援の強化

■ 地域の実情に応じた工夫した取組み :
・ケースワーカー研修の実施

・ 事業内容の説明りニフレットの作成配布

・ 定期的な業務連絡会の実施
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■ さらなる就労支援体制の整備

甲支援対象者の確実な送り出しの確保

・ 支援対象者情報の共有化の推進

:就職者の定着支援   :

量的かつ質的な求人の確保

1求人開拓推進等とのさらなる連携強化

口 職業訓練科目等の充実

・ 基金訓練の活用等



ホ■ムレス自立支援 (就労支援)事業

●平成22年度より、「路上生活者緊急一時保護センター」
と「路上生活者自立支援センタT」を一本化し、

『路上生活者新型自立支援センター』に順次移行されます。
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路上生活者緊急―時保護センタ…

(lヶ月 )

・宿泊援護・健康管理
|

・生活相談     |

路上生活者自立支援センター

(2ヶ月 )

・宿泊援護口健康管理
|

:J華錮鳴笙l笙豊狙訟:」

1,436人 (7.2%増 )

13,559件 (33.3%増 )

1,038メ、(30.10/0増 )

1,301人 (▲ 7.1%)
※( )内は前年比 .′

〔平成21年度実績〕
○新規求職者数
○相談件数
○技能講習修了者
○就職件数
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雇用と住居を失つた者に対する総合支援事業

第二́のセTフティネットの円滑な運営と就職支援の強化

「住居口生活支援アドバイザニJを配置  (平成21年 3月 ～)

T元的相談窓口(「住居口生活・就労支援コアナー」)を新設´
(平成22年 4月 ～)
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■就労支援ナビゲ=ター

〔地方自治体〕
◇住宅手当
◇生活保護

〔ハロ‐ワーク〕
●就職安定資金融資
●訓練,生活支援給付
●就職活動困難者支援事業
●長期失業者支援事業、

〔市区町村社会福祉協議会〕
□総合支援資金貸付
□臨時特例つなぎ資金貸付



隋隋八粽餃冬慇辣鼈颯笏鵞
～「緊急人材育成・就職支援基金」の創設～

「緊急人材育成・就職支援基金」により、新たに、覇鸞艤畿覆幾烙
できな難ゝ方への蒻艤翻1畿と豊購無鰈のための褥彎蝠謳が創設されま
した。

新たに実施される職業訓練 (基金訓練)

専修・各種学校、教育凱1練企業、,NPO法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能
力開発協会により訓練実施計画の認定を受けて実施する、以下の内容の職業訓練です。

1｀ 職種に関わりなく再就職に必要なlTスキル等 (文書作成、表計算・画表作成、プレゼ
ンテーション制作など)を習得するための 3か月の訓練

2医 庶 介護・福祉、 IT、 電気設備、農

等瑳

産

霊レ亀η籠
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‐求
められる基本能力から実践能力までを習得

雇用保険を受給できない方が、ハロニヮニクのあっせんによリ
職業訓練を受講する場合、訓練期間中の生活保障と―して「訓練:生活
支援給付金」が支給される制度が始まります(平成21年 7月末開始)。

以下のすべてに該当する方が対象となります。
○ ハロニウァク所長のあうせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を
受講する方(※ )

○ 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の戴職促進手当及び訓練手当を
受給できない方

〇 世帯の主たる生計者である方 (原則として、申請時点の前年の状況によ
ります)

○ 申請時点で年収見込みが 20o万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが,30o万円以下の方
〇 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
○ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方

※ 谷共職礫周l朧を受講している方も:要件に該当すれば訓練・生活支援給付金の支給を受けること
ができます:

-11-



訓練・生活支援給付金の支給額

職業訓練を受講している間、毎月以下の額が支給されます。(※)

被扶養者のいる方    12万 円

上記以外の方      10万 円

※ ヨ1練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

※ なお、訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働

金庫が行う貸付 (訓練D生活支援資金融資 :被扶養者のいる方は8万円t

それ以外の方は5万円を上限)を利用することができます。

また、訓練修了6か月後までに6か月以上の雇用が見込まれる就職を

した場合には、貸付額の 50%に相当する額の返済が免除されます。

訓練・生活支援給付を受給するための手続き等について

基金訓練の訓練コースの情報は、順次、ハローワァクの窓口や中央職業
｀

能力開発協会のホームページで公表されます。

職業副1練を受講するためには、ハローワークにおいてキャリアコンサル

ティングを受けた上で、職業訓練のあつせんを受ける必要があります。

再就職のために必要ないとハローワークが判断した場合には、希望した

職業訓練を受講できない場合があります:また、訓練の受講に当たっては、

一定の選考 (面接・筆記問題等)が行われる場合があります。    1

訓練・生活支援給付金の支給を受けるためには、職業訓練のあつせんを受

けたハローワークに、申請書類を提出することになります。

申請書類の内容や申請期日については、ハローワニクまたは職業訓練施

設においてお知らせします。

4  技能者育成資金貸付の貸付金を受けている方は、要件を市たせば、事業 メ
開始日以降、貸付金に代えて給付金の支給を選択することができます。  /
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問い合わせ先 : 都道府県労働局職業安定部・ハローワーク
httDVノwwvムョnhiVttgo,lDttkv■ ji■1/hwmap.html

厚生労働省職業能力開発局能力開発課
httpソ/w、ぃv.mhl‐ ∞ .ip/bulwa/no呻 Ok■1/index.html

中央職業能力開発協会
http:〃、、ハv、vLiavada.o■ ip/
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